
（目　　　的）
第 1条　この規程は，日本獣医師会雑誌編集等規程（以
下「編集規程」という．）第 4条の規定に基づき，日
本獣医師会雑誌（以下「日獣会誌」という．）の原稿
の投稿方法及び編集の区分等に関する事項を定めるも
のである．
なお，編集規程第 1条のなお書に規定したとおり，
日獣会誌のうち学会学術誌に関する事項は，別に定め
るところによる．

（編集の区分）
第 2条　日獣会誌（学会学術誌部分を除く．以下，同様）
の編集の区分は，原則として次のとおりとする．
⑴　論説：獣医師及び動物医療（獣医学術並びに動物
の福祉及び愛護等の関連分野を含む．以下，同様）
に関する関係分野における諸問題等の論評，今後の
展望等
⑵　総説：動物医療に関する国内外の調査・研究等に
関する動向等の包括的解説
⑶　会議報告：日本獣医師会関係会議及びその他の関
係会議等の開催報告
⑷　解説・報告：動物医療関係の制度及び事業並びに
最新情報等の解説及び報告等
⑸　学術・教育：獣医学術，教育に関する解説及び報
告等
⑹　行政・獣医事：行政機関等からの通知等の解説及
び報告等
⑺　資料：動物医療関係の統計，海外動物衛生事情等
の紹介
⑻　意見：獣医師，動物医療関係機関等に対する要
望・意見等
⑼　診療室：動物医療に関する日常の経験・体験等に
基づく話題・意見等
⑽　紀行・見聞：動物医療に関する国内外での紀行・
見聞・調査等
⑾　案内：動物医療関係行事（大会，研修会，講習会）
等の案内
⑿　募集：動物医療関係者等の人材募集，動物医療関
係行事等への参加募集等
⒀　紹介：動物医療関係事業及び行事等の他，人物，
動物医療関係の図書（書評）・物品等の紹介
⒁　行事等：動物医療に関する関連会議・行事等の日
誌報告

⒂　獣医師生涯研修事業のページ：生涯研修のページ
Q&A（生涯研修の問題・解答と解説）及び生涯研
修事業ポイント取得対象プログラムの案内等
⒃　馬耳東風：後書きコラム
2　編集の区分は，第 1項の規定によるほか，必要に応
じ編集規程第 3条の規定に基づき設置された日本獣医
師会雑誌編集委員会（以下「委員会」という．）にお
いて追加等を行うことができる．

（投稿要領等）
第 3条　投稿原稿は，原則として他誌へ未発表でかつ投
稿中でないものとする．
第 4条　投稿の要領は，原則として次のとおりとする．
⑴　投稿原稿には，別紙様式による投稿票に所定の事
項を記載したものを同封する．
⑵　原稿は，A4 判用紙を使用し，1頁（片面）を 25
字×24 行として行間を十分あけ，明朝体を用い横
書きでページを付す．
⑶　電子記憶媒体を次に定めるところに従って同封す
る．
⑷　電子記憶媒体のラベルには，氏名，所属機関名，
使用 OS・ソフト名及びバージョン，保存ファイル
名を明記する．さらに表 ･図（写真：画質を問われ
るものを除く）等も可能であれば，同様に保存する．
⑸　電子メールで投稿する場合は，⑴～⑷に基づき作
成した原稿を添付ファイルとし，件名，発信者名を
明確にして送付する．
⑹　投稿の主な掲載区分ごとの原稿の制限枚数は，次
のとおりとする．

掲載区分 原稿制限枚数（字数）

論説 12 枚 （7,200 字）
総説 20 枚（12,000 字）
解説・報告 20 枚（12,000 字）
資料 8枚 （4,800 字）
意見 4枚 （2,400 字）
診療室 4枚 （2,400 字）
紀行・見聞 8枚 （4,800 字）

（注）：原稿枚数は，25 字×24 行（600 字）で換算．

（執 筆 要 領）
第 5条　投稿原稿の執筆要領は，原則として日本獣医師
会学会学術誌投稿規程第 7条（執筆要領）に準ずるも
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第 12 条　編集発行者が依頼して日獣会誌に掲載する原
稿についても前記第 4条から第 11条に準じ処理する．

（雑　　　則）
第 13 条　この規程に定めのない事項は，委員会で協議
し，これを編集発行者が処理する．

附　則（平成 21 年 6 月 17 日，日本獣医師会雑誌編集
委員会制定）
1　この規程は，平成 21 年 6 月 17 日から施行する．
2　日本獣医師会会報投稿規程（平成 2年 10 月 5 日制
定）は，廃止する．

附　則（平成 27 年 2 月 24 日，日本獣医師会雑誌編集
委員会一部改正）
1　この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する．

附　則（平成 28 年 12 月 19 日，日本獣医師会雑誌編集
委員会一部改正）
1　この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する．

附　則（平成 29 年 2 月 28 日，日本獣医師会雑誌編集
委員会一部改正）
1　この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する．

のとする．ただし，学会学術誌を除き，英文での投稿
を認める．

（原稿の取扱い）
第 6条　原稿の採否，掲載順序等は，委員会で決定する．
第 7条　本規程を逸脱する原稿，編集方針と相違する原
稿等については内容の変更（加筆，削除，書き直し等）
を求めるか，又は不採用とすることがある．
第 8条　投稿原稿は，原則として返却しない．

（著作権及び引用・転載）
第 9条　日獣会誌の著作権は，編集規程第 6条に定めた
とおり日本獣医師会に帰属する．
ただし，依頼原稿の際，著者及び著者の所属機関等
が所有する図表等について，著者からその帰属等に要
望がある際は，個別に協議することとする．
2　これを利用しようとする者は，あらかじめその利用
につき編集発行者の許可を得なければならない．
第 10 条　投稿原稿について，他著者の論文等を引用 ･
転載する場合は，著作権保護のため，著者及び出版社
の許諾を受けるとともに，原稿に出典を明記するこ
と．ただし，引用文献とした場合は，この限りでない．

（原稿送付先）
第 11 条　投稿原稿の送付及び照会先は，次の事務局と
する．
〒 107-0062　 東京都港区南青山 1-1-1 

新青山ビルヂング西館 23 階



＊原稿番号 ＊受付日

年　　　　月　　　　日

題　　名

著者及び所属
（連絡責任者）

連絡先（住所・所属機関名称・TEL・FAX・E-MAIL）

投稿
区分

原稿
枚数

著者署名：上記原稿を投稿するに際し，①日本獣医師会雑誌投稿規程第3条の投稿条件を満たし，②同
規程第9条の著作権の帰属を許諾するとともに，③著者全員が，本原稿を投稿規程に則って
作成し，その内容に責任を有することを確認したので以下に署名する．

年　　　月　　　日 筆頭著者

著　　者

著　　者著　　者

著　　者

著　　者

著　　者

印

〒　　　　‒

所属機関名称

TEL ‒　　　　　‒ ‒　　　　　‒

E-MAIL

住　　所

FAX
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別紙様式
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